
特定被災区域一覧（H23.5.2時点）

［青森県］（２市２町）
八戸市、※三沢市、上北郡おいらせ町、※三戸郡階上町

このたびの東日本大震災を受け、労働保険料・一般拠出金の申告・納付

被災された事業主の皆さまへ
～労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ～

［岩手県］

［宮城県］

［福島県］

全 域

のたびの東日本大震災を受け、労働保険料 般拠出金の申告 納付
関係で、次のような特例措置を行っております。

１．労働保険料等の免除 ※申告手続と合わせて、申請が必要です

東⽇本⼤震災による被害を受け、次の要件を満たす事業主の皆さまに、要件②
に該当していた期間（最⼤で平成23年３⽉１⽇から平成24年２⽉29⽇まで）の

［福島県］

［茨城県］（３０市７町２村）

水戸市、日立市、土浦市、※古河市、石岡市、※結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常総

市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちな

賃⾦に関する労働保険料と平成23年度の⼀般拠出⾦を免除いたします。（特別
加⼊者の保険料についても、同様の措置を⾏います。）
【対象地域】
岩⼿県、宮城県、福島県の全域、
⻘森県、茨城県、栃⽊県、千葉県、新潟県、⻑野県の⼀部（詳細裏⾯）市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、 くば市、ひたちな

か市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、桜

川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同

郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、同郡阿見

町、同郡河内町、北相馬郡利根町
２ 申告・納付期限の延長

【要件】
①平成23年３月11日に、事業場が対象地域に所在していたこと
②東日本大震災の被害により、賃金の支払に著しい支障が生じて

いる等、労働保険料の支払が困難である事情があること

［栃木県］（９市７町）

宇都宮市、※足利市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、

那須烏山市、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根

沢町、那須郡那須町、同郡那珂川町

２．申告・納付期限の延長

次の地域に所在する事業場の事業主の皆さまについては、労働保険料・⼀般
拠出⾦の申告⼿続や、納付についての期限を延⻑しています。
【対象地域、期限】（H23.6.10時点）
⻘森県、茨城県（H23.7.29まで延⻑）
岩⼿県 宮城県 福島県（改めて告⽰する期限まで延⻑※１）

［千葉県］（１７市６町）

千葉市、※銚子市、※市川市、※船橋市、※松戸市、※成田市、※佐倉市、※東金

市、旭市、習志野市、※八千代市、我孫子市、浦安市、※印西市、※富里市、香取

市 山武市 ※印旛郡酒々井町 ※同郡栄町 ※香取郡多古町 ※同郡東庄町

※１ 岩⼿県、宮城県、福島県における延⻑された後の期限は、今後被災の
状況等を踏まえて改めて告⽰し、お知らせいたします。

※２ ⼿続が免除されるものではありませんので、特に申告の⼿続は、可能
な⽅は通常どおり⾏っていただきますよう お願いいたします

岩⼿県、宮城県、福島県（改めて告⽰する期限まで延⻑※１）
【要件】特にありません

市、山武市、※印旛郡酒々井町、※同郡栄町、※香取郡多古町、※同郡東庄町、

山武郡九十九里町、※同郡横芝光町

［新潟県］（２市１町）
十日町市、上越市、中魚沼郡津南町

３．納付の猶予 ※申告手続と合わせて、申請が必要です

な⽅は通常どおり⾏っていただきますよう、お願いいたします。

東⽇本⼤震災により被害を受け、次の要件を満たす事業の事業主の⽅々につ
いては、労働保険料・⼀般拠出⾦の納付を、最⼤で１年間猶予いたします。
【対象地域】すべての地域で申請可能

［長野県］（１村）
下水内郡栄村

※は災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用市町村以外の市町村です。

１４

※保険料を免除するものではありませんので御留意ください。

【対象地域】すべての地域で申請可能
【要件】事業財産に相当の損失（おおむね20％以上）を受けたこと

詳しいことは、 [最寄りの都道府県労働局]又は [最寄りの労働
基準監督署] までお尋ねください。



免除の申請

【提出していただくもの】

※ 有期事業の場合は、免除申請書（様式１－２）と免除対象該当通知書又は①の写しのみ。

～手続きの流れ～

平成平成2323年度年度年度年度更新の際に手続きをお願いします。更新の際に手続きをお願いします。

① 免除申請書（様式１）
様式１別紙により各月の労働者一人当たりの賃金額を計算し

労働保険料等の免除の特例について
～免除の要件・申請手続の御案内～

東日本大震災により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます

東日本大震災により被害を受けられた事業主の方へ

① 免除申請書（様式１）
ていただきます。

②
労働保険料等の免除に
係る申立書（様式２）

大震災による被害の状況を記入していただきます。

③
市町村から交付された
「り災証明書」

り災証明書がない場合は、②で被害の状況を記入して いただ
きます。

東日本大震災により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
この度の東日本大震災（以下「大震災」といいます。）により被災された事業主の方は、

一定の要件に該当するときは、労働保険料の免除を受けることができます。この特例
措置について、その詳しい内容（要件、手続きの流れ等）をお知らせいたします。

１ 免除の要件

要件を満たす
場合

要件を満たさない
場合

り災証明書」

④
①別紙の内容が確認で
きる書類

賃金台帳、賃金の振込記録等の会計書類、労働者名簿など、
①の別紙の内容が確認できる書類の写しを添付してください。

※ 滅失等により添付できない場合は、労働局まで御相談ください。

○継続事業の事業主の方

所在地 ３月11日に特定被災区域（別途リーフレット参照）に所在していたこと。

①～⑤のいずれかの理由により、休業又は事業活動が縮小したこと。

※ 市町村から交付された「り災証明書」があれば要件を満たします。

① 大震災により 事業所や生産設備に直接的な被害（損壊等）が生じている 場合

免除不該当通知書をお送りします。

※ 納付を猶予する制度もありますので、

保険料の納付が困難な方は労働局ま
で御相談ください。

免除対象該当通知書をお送りします。
※ 最終的な免除額の精算に必要ですので、

・各月の賃金総額（高年齢労働者の賃金総額）、

休業手当の総額、賃金締切日の労働者数

を控えておいてください

場合

震
災
被
害

① 大震災により、事業所や生産設備に直接的な被害（損壊等）が生じている。

② 事業の実施に必要な電気、ガス、水道、工業用水等の施設の被害や搬入道路の

遮断等により、被害が生じている。

③ 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う警戒区域、計画的避難区域、緊急時避

難準備区域の設定により、被害が生じている。

④ 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う食品の出荷制限等による被害が生じて
を控えておいてください。

（例）・平成24年２月より前に休業が終了し 賃金水準が回復した場合

免除要件に該当しなくなった場合

平成平成2424年２月を過ぎた場合には平成年２月を過ぎた場合には平成2424年度年度
年度年度更新の際に手続きをお願いします。更新の際に手続きをお願いします。

いる。

⑤ ①から④に準じる理由により、事業ができない又は休業せざるを得ない状況になった。

賃
金
支
払

大震災発生前の直近の賃金支払月の労働者一人当たりの賃金額と比べて、

１か月の労働者一人当たりの賃金額が２分の１未満になっていること。

※ この場合の「賃金額」からは、休業手当は除きますので、雇用調整助成金を受給する

など 休業 当を支払 事業主 方 御注意くださ （例）・平成24年２月より前に休業が終了し、賃金水準が回復した場合
・平成24年２月を過ぎた場合（平成24年度年度更新時に御提出ください。）

【提出していただくもの】

①免除対象期間終了届（様式５） ※ 内容確認後、免除対象期間終了通知書を送付します。

②免除額精算書（様式１３）
精算を行っていただいた上で 労働局で確認を行い 免除額を確定します

○有期事業（一括有期事業を含む。）の事業主の方

同一事業主の継続事業（例：建設事業を請け負った建設会社など）が免除の対象で

あれば、免除の対象となります。

払
状
況

などして休業手当を支払っている 事業主の方は御注意ください。

※ その月の【賃金総額】÷【賃金締切日の労働者数】で算定します。

精算を行っていただいた上で、労働局で確認を行い、免除額を確定します。

平成24年度年度更新

平成23年度の確定保険料額から、免除額を差し引いた額を納付していただきます。

※ 年度更新手続時に免除額精算書（労働局確認済のもの）を御提出ください

あれば、免除の対象となります。

２ 免除される保険料等

一般保険料
最大で平成23年３月１日～平成24年２月29日の期間（月単位）
の賃金に対する保険料 （※２）

第１種特別加入保険料 最大で平成23年３月１日～平成24年２月29日の期間（月単位）

（※１）

※ 年度更新手続時に免除額精算書（労働局確認済のもの）を御提出ください。

労働保険料等の免除に関するご質問等がございましたら、都道府県労働局、労働基準監督
署又は労働保険年度更新コールセンター（0120－995－986）にお問い合わせください。

※ コールセンターでの受付は平成23年７月15日までになります。

３２

※１ 第２種特別加入保険料の免除については、労働局までお問い合わせください。

※２ １か月を単位として判断することになりますので、免除対象期間全てについて免除されるとは

限らないことに御留意ください。

第３種特別加入保険料 に対する保険料 （※２）

一般拠出金 平成23年度の石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金全額


